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（参考１）緑づくりに関する上位関連計画 
 

：まちづくりの目標④および緑づくりの基本方針の検討において参考とした箇所 

①都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する基本的な方針（国土交通省 2024） 

都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する基本的な方針 

意義 

 

全体目標 

 
将来的な都市のあるべき姿「人と自然が共生し、環境への負荷が小さく、Well-
beingが実感できる緑豊かな都市」 
国全体として都市計画区域を有する都市の緑地を郊外部も含め保全・創出し、そのうち市街地については緑被率が
３割以上となることを目指すとともに、都道府県が定める全ての「緑の広域計画」及び市町村が定める全ての「緑
の基本計画」において、以下の３つの都市の実現に向けた取組及び関連する指標等を位置づけることを促す 

個別目標 

 

推進の視点 

 

実現のための

施策 

 

 

 

 
 
②グリーンインフラ推進戦略 2023（国土交通省 2023） 

○グリーンインフラの概念が定着し、本格的な実装フェーズへ移行するとともに、ネイチャーポジティブやカーボンニュートラル・

GX 等の世界的潮流等を踏まえ、前戦略（Ｒ元年７月）を全面改訂し、新たな「グリーンインフラ推進戦略 2023」を策定。 

○本戦略では、新たにグリーンインフラの目指す姿や取組に当たっての視点を示すとともに、官と民が両輪となって、あらゆる分野・

場面でグリーンインフラを普及・ビルトインすることを目指し、国土交通省の取組を総合的・体系的に位置づけ。 
 

世界的な潮流 

〇ネイチャーポジティブ 

・昆明・モントリオール生物多様性枠組（R4.12） ・生物多様性国家戦略（R5.3閣議決定） 

〇カーボンニュートラル 

・カーボンニュートラル宣言（R2.10） ・GX推進法の成立（R5.5） 

グリーンインフ

ラへの期待 

〇社会資本整備・まちづくり等の課題解決 

・災害の激甚化・頻発化 ・インフラの老朽化 ・魅力とゆとりある都市・生活空間へのニーズ 

・人口減少社会での土地利用の変化 

〇新たな社会像の実現 

・SDGs ・Well-being ・ワンヘルス ・こどもまんなか社会 ・地方創生（デジタル田園都市国家構想） 

  

第４次豊明市都市計画マスタープラン策定委員会（第２回） 

 
 
 

気候変動 
対策 

 
 
 

生物多様性

の確保 

 
 

Well- 

being の 

向上 

 
 

都市のレジ

リエンスの

向上 
 

歴史や文化の

形成、美しい

景観の創出、

環境教育・生

涯学習の場と

しての活用 

 
都市における 

生産機能、循

環型社会への

寄与 

 
ESG 投資の 

拡大、 

気候関連・ 

自然関連 

情報開示への

対応 

CO2の吸収源としての役割を担う緑
地の保全・整備・管理及び緑化の
総合的な取組を推進することによ
り、カーボンニュートラルの実現
に貢献

共生する 
ネイチャーポジティブを 

実現した都市
緑地の確保を進めるとともに、適
切な樹林更新等による緑地の質の
向上を図り、緑地を生態系ネット
ワークとして有機的に結びつける
ことで、広域レベルでの緑地の量
的拡大・質的向上を推進する

地域の実情に応じた緑地の質・量
の確保を図り、精神的・身体的な
健康の増進、コミュニティの醸
成、都市のレジリエンスの向上等
のグリーンインフラとしての多様
な機能を発揮させていく

国、都道府県、市町村、都市緑化支援機構、教育・
研究機関、⺠間企業・事業者等、NPO法人等、都市
の住⺠の各役割に応じた連携、分担等 

より質を重視した保全・活用を実施するとともに、生物多様性の確保、景観・歴史文化の形成等に
も考慮し、樹木の更新等を計画的に実施 

気候変動対策、生物多様性の確保、Well-beingの向上に向け、グリーンインフラとしての多様な機
能を一層発揮するため、各主体が連携し広域的な緑地のネットワークを形成 

 

等の
まちづくり
の取組との
連携 

 
 
 
まちづくり
DX との連
携等 

                 

国 

・特別緑地保全地区の拡大・質の向上（機能維持
増進事業等）への支援 

・都市公園等の公的空間における緑地の確保・緑
化の推進 

・地方公共団体に対する技術的支援

・良質な緑地への⺠間投資を促進する環境整
備 

・⺠有地における更なる緑地の創出に向けた
各制度の活用等の促進 

・都市農地の保全に向けた各制度の活用等の
促進 

       

都
道
府
県 

・一つの市町村を超える広域的な見地か
ら、広域計画を策定 

・都道府県における緑地の保全及び緑化の
推進に関する措置を総合的に示し、計画
的かつ積極的に当該措置を実施（都市公
園の整備・管理、特別緑地保全地区や緑
地保全地域等の制度の活用等）

       

市
町
村 

・地域の実情をよく把握している基礎自治体
として、基本計画を策定 

・

 

グ
リ 

ン
イ
ン
フ
ラ
官
民
連
携
プ
ラ 

ト
フ 

 

ム 

や
経
済
団
体
と
連
携
し
た
国
民
運
動
の
展
開 

中期的ロードマップの策定／毎年のフォローアップ 
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③都市公園の柔軟な管理運営のあり方に関する検討会提言（国土交通省 2022） 

ポストコロナの時代に

おける人中心のまちづ

くりへの機運の高まり 

1.  

2.  

新たな時代における

都市公園の意義・役割 
～公園本来の役割、多機能

性・多様な可能性の再認識

～  

個人と社会の Well-being の向上に向け、 

地域の課題や公園の特性に応じ、ポテンシャルを更に発揮すべき 

3.  

都市公園新時代 ～公園が活きる、人がつながる、まちが変わる～ 
人中心のまちづくりの中でポテンシャルを最大限発揮するため、パートナーシップの公園マネジメントで多様な利活用ニーズに応

え、地域の価値を高め続ける「使われ活きる公園」を目指す 
4.   

「使われ活きる公園」

の実現に必要な３つの

変革  

5.  

◆都市公園新時代に向けた重点戦略 ～３つの戦略と７つの取組～ 

重点戦略【１】 新たな価値創出や社会課題解決に向けたまちづくりの 場 とする 
公園が新たな価値創出や社会課題解決の場となるよう、NbS（自然を基盤とした解決策）の視点からグリーンインフラとしての保全・利活

用に計画的に取り組むとともに、市民、事業者等による利活用の状況を管理運営や再整備にきめ細かく反映し、居心地が良く誰もが快適

に過ごせる空間づくりを推進。 

①グリーンインフラとしての保全・利活用  ②居心地が良く、誰もが安全・安心で、快適に過ごせる空間づく

り 

○グリーンインフラを導入した緑の基本計画公園の整備・

管理方針を含む)の策定 

○緑の基本計画等に基づく自然環境の有する多機能性の戦略

的な保全・利活用 

○緑の充実や再生可能エネルギーの活用等による公園のカー

ボンニュートラル化 

○公園の利活用状況の点検と点検結果を踏まえた公園再生 

○公園利用者の安全・安心の確保(防災・減災、バリアフリ

ー、老朽化対策、防犯、暑熱対策等) 

○政策間連携による社会課題対応型の機能向上(健康、福祉、

子育て、教育、地域経済等) 

 

 

 ⑦公園ＤＸの推進 

デジタル技術とデータの

利活用により、新たな時

代の都市公園の実現を促

進。 

施策の方向性 

○公園に関わるデ

ータのデジタル

化、オープンデ

ータ化 

○データを活用し

たＥＢＰＭ 

○ＤＸによる新た

なサービスを生

み出す場として

の活用 

○デジタル技術、デ

ータを活用した、

公園の利活用・管

理運営の変革（リ

アルタイムデータを

活用したサービス

等） 
 

6.    

 

重点戦略【２】 

しなやかに使いこなす 仕組み をととのえる 
公園は誰でも自由に使える空間という基本的な認識の下、多様化す

る利活用ニーズに応え、さらには公園が機動的なまちづくりの核と

なるよう、公園の特性等に応じた利用ルールの弾力化、新たな可能

性を探る実験的な利活用の推進など、公園を使いこなす仕組みを整

理。 

 

③利用ルールの弾力化 

○画一的な利用ルールの見直しの促進(公

園条例の方向性や選択肢の提示等) 

○利用者等の合意形成による公園毎のロ

ーカルルールづくり(協議会の活性化) 

④社会実験の場としての利活用 

○公園での社会実験の事例・成果の共有 

○多様な主体による幅広いテーマの社会

実験 を円滑に進めるための仕組みづく

り(パークラボ) 
 

 重点戦略【３】 

管理運営の 担い手 を広げ・つなぎ・育てる 
公園管理者としての体制確保・技術継承、地域との連携等に留意し

つつ、多様な主体の参画を促進するともに、管理運営を安定的に行

えるよう自主性・自律性の向上を図り、ステークホルダーとの 

パートナーシップにより公園の価値を共創。 

 

⑤利用ルールの弾力化 

○公園の特性等に応じた管理運営体制や

役割分担の多様化 

○利活用をミッションとする体制構築(中

間支援組織との連携等) 

⑥社会実験の場としての利活用 

○担い手の財政的な自立性の確保(計画的

な収益事業実施、広告設置等) 

○民間の管理運営への参画を更に促進す

る仕組みづくり 
 

7.   

 

 

 

 

 
④愛知県広域緑地計画（愛知県 2019） 

愛知県広域緑地計画（平成31年３月改訂） 

計画の理念 
豊かな暮らしを支える あいちの緑づくり 

〜緑の質を⾼め 多様な機能を活用〜 

3つの緑の 

基本方針 

 

 

  

 

施策の

方向性 

 

施策の

方向性 

 

施策の

方向性 

持続可能な都市

を支える 

心豊かな生活を

支える 

サードプレイス 

人と人の な

交流、

を生み出す場 

社会課題解決に

向けた 

活動実践の場 

機動的な 

まちづくり 

の核 

「居心地が良く歩きたくなる」まちづくりの取組の広がり 

～交流・滞留空間、開かれた心地よい空間の創出～ 

地球環境問題の新たな潮流 

～人と自然が共生する持続可能でレジリエントな都市の形成～ 

人口減少、少子高齢化への対応 

～全てのこどもの健やかな成長を目指すこども政策の推進～ 

新型コロナの感染拡大を経たニューノーマル社会への対応 

市民・事業者の意識変化 

 

デジタル・トランスフォーメーションの進展 

～既存の仕組みの変革、新たな価値創出～ 

多様なステークホルダーの包摂 

 

 

パートナーシップの公園マネジメント

を実践し、共有資産である公園を核に

まちづくりへの関心を高める 

共に育て共に創る 

都市アセットとしての利活 

 

 

公園のストックを地域の資産と捉え、

能動的・機動的取組で地域 の価値や

シビックプライドを高揚する 

まちの資産とする 

画一からの脱却 

 

 

公園の特性に応じたルールをオーダー

メイドでつくり、公園の楽しみ方を 

広げ、新たな文化を創造する 

個性を活かす 
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（参考２）都市機能誘導区域・居住誘導区域図 （豊明市立地適正化計画） 

 

 
 


